今帰仁村立旧中学校跡利用取扱要綱
(目的)
第1条 この要領は、今帰仁村立旧中学校跡利用については、今帰仁村立中学校統合後跡利用審議会の最終答申に基づいた利用事項を定める。
(民間による校舎利用)
第2条　校舎利用について。
(1) 利用したい者は利用計画書を総務課企画財政係に提出し、課長会において審議を受け、村長の了解を得ること。
(2) 利用校舎は1棟単位で、その残存物件の補助金残存額を一括支払いすること。
(公共団体による校舎利用)
第3条　校舎利用について。
(1) 利用したい団体は利用計画書を総務課企画財政係に提出し、課長会にお
いて審議を受け、村長の了解を得ること。
(2) 利用は教室及び一部屋区画単位とする。
 (民間による運動場利用)
第4条　運動場利用について。
(1) 利用したい者は利用計画書を総務課企画財政係に提出し、課長会において審議を受け、村長の了解を得ること。
(2) 利用の範囲は課長会の審議において決定する。
(3) 土地の賃貸借及び売買については、課長会の審議において決定する。
 (公共団体による運動場利用)
第5条　運動場利用について。
(1) 利用したい団体は利用計画書を総務課企画財政係に提出し、課長会において審議を受け、村長の了解を得ること。
(2) 利用の範囲は課長会の審議において決定する。
第6条 一時的な施設使用について
　(1)　民間にあっては、所定の申請書を総務課企画財政係に提出し公共性が認められるものについて、村長が利用を許可する。
　(2)　公共団体にあっては、所定の申請書を総務課企画財政係に提出し村長の許可を得ること。

附　則
　この要領は、公布の日から施行する。
	施設使用許可申請書（公共）
平成　　年　　月　　日

今帰仁村長　殿

申請者氏名　　　　　　　　　　　　㊞

住所　　　　　　　　　　　　　　　　
電話　　　　　　　　　　　　　　　　
　下記により貴施設を使用したいので許可してくださるようお願いします。
記
1． 使用者

団体名　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　㊞　職業（　　　　　　　　）
2． 使用目的

3． 使用する施設　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
4． 使用する日時及び時間

　　自：平成　　　年　　月　　日　　　午　　　　　時　　分

至：平成　　　年　　月　　日　　　午　　　　　時　　分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　日間）

5． 予定参加人数（　　　　　　人）

6． その他必要な資料（プログラム等）

施設使用許可書（公共）
　施設許可申請書のとおり当施設を使用することを許可します。

　
　
使用者氏名　　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　　　　　　

電話　　　　　　　　　　　　　　　　

平成　　年　　月　　日

許可者　住所　今帰仁村字仲宗根２１９番地

氏名　今帰仁村長　與那嶺　幸人　㊞
　使用する施設：



	施設使用許可申請書（民間）
平成　　年　　月　　日

今帰仁村長　殿

申請者氏名　　　　　　　　　　　　㊞

住所　　　　　　　　　　　　　　　　
電話　　　　　　　　　　　　　　　　
　下記により貴施設を使用したいので許可してくださるようお願いします。

記

１.使用者

団体名　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　㊞　職業（　　　　　　　　）
２．使用目的

３．使用する運動場　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４．使用する日時及び時間

　　自：平成　　　年　　月　　日　　　午　　　　　時　　分

至：平成　　　年　　月　　日　　　午　　　　　時　　分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　日間）

５.予定参加人数（　　　　　　人）

６．その他必要な資料（プログラム等）

7． 使用料の免除について（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

施設使用許可書（民間）
　運動場許可申請書のとおり当施設を使用することを許可します。

　なお、本許可に関し紛争が生じたときは当事者間で一切解決します。
　

使用者氏名　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　　　　　　　　

電話　　　　　　　　　　　　　　　　

平成　　年　　月　　日

許可者　住所　今帰仁村字仲宗根２１９番地

氏名　今帰仁村長　與那嶺　幸人　㊞

　使用する施設：


